
 

 

     草津昭和テック株式会社    行動計画 

 

 社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境整備を行うため、

次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間  令和７年 １月 11日～ 令和 10年 1月 10日までの ３年間 

 

２．内容 

 

 

 

＜対策＞ 

 ● 令和７年１月～ 令和７年４月からの法改正を含めた社内規程の整備、周知 

● 令和７年４月～ 再度、法改正部分の周知、利用予定者の確認 

 

 

 

 

＜対策＞ 

 ● 令和７年２月～ 社員へのアンケート調査、制度の検討開始。 

 ● 令和７年４月～ 社内で制度取得の呼びかけを実施。 

 ● 令和８年４月～ 制度取得者にヒアリングを実施し、その結果から改善点を検討す

る。 

● 令和９年４月～ 取得状況に応じて、制度の拡充を検討する。 

 

 

 

目標１： 育児介護休業法について法改正も含め、社内規程を整備し、周知、実際に

利用できる体制を整える。 

 

目標２： 小学校就学前の子を持つ社員が、希望する場合に利用できる短時間正社

員制度を導入し、定着を図る。 

 

 

 


